
令和３年４月１日以後開始連結事業年度等分 

個別帰属額届出用 

 

【№29】12～29の②欄及び⑤欄の金額は、最も古い連

結事業年度のものから順に充当していますか。 

【№29】同一連結事業年度のものについては、国税、

道府県民税、市町村民税の順に充当していますか。 

【№３】前連結事業年度からの繰越額

は、前連結事業年度の個別帰属額の届出

書の金額と一致していますか。 

【№２】当連結事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 


